
総 行 公 第 ２ ８ 号 

平成３１年３月２９日 

 

各 都 道 府 県 総 務 部 長  

（人事担当課・市町村担当課・区政課扱い）  殿 

各 政 令 指 定 都 市 総 務 局 長 

（人事担当課扱い） 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務

等を定める省令の公布について（通知） 

 

 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令（平成３

１年総務省令第３５号）が、本日公布されました。 

 この省令は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律

第２９号。以下「改正法」という。）による改正後の地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号。以下「新地公法」という。）第３条第３項第３号及び第３号の２の規定

に基づき制定するものです。 

 つきましては、下記の事項にご留意の上、その施行に遺漏のないようにするととも

に、貴都道府県内の市区町村、一部事務組合等に対しても、この旨ご周知願います。

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市

区町村に対して本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

本通知は地方公務員法第５９条（技術的助言）、地方自治法第２４５条の４（技術

的な助言）及び改正法附則第２条（施行のために必要な準備等）に基づくものです。 

 

記 

 

第１ 省令の内容 

１ 新地公法第３条第３項第３号に規定する「総務省令で定める事務」（第１条関

係） 

   新地公法第３条第３項第３号の「総務省令で定める事務」として、労働関係

調整法（昭和２１年法律第２５号）第１３条の規定による斡旋を規定すること。 

  

２ 新地公法第３条第３項第３号の２に規定する「総務省令で定める者」（第２条

関係） 

     新地公法第３条第３項第３号の２の「総務省令で定める者」として、 

① 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４９条第１０項の規定により不

在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理



委員会が任命するもの 

② 日本国憲法の改正手続に関する法律（平成１９年法律第５１号）第６１条第

９項の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のう

ち市町村の選挙管理委員会が任命するもの 

③ 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５６条第３項（同令第５７

条第３項において準用する場合を含む。）の規定により不在者投票管理者が投

票に立ち会わせることとした者 

④ 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令（平成２２年政令第１３５号）第

７０条第３項（同令第７１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に

より不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者 

を規定すること。 

 

第２ 施行期日 

 平成３２年４月１日 

 

 





総 行 公 第 ２ ９ 号 

平成３１年３月２９日 

 

各 都 道 府 県 総 務 部 長  

（人事担当課・市町村担当課・区政課扱い）  殿 

各 政 令 指 定 都 市 総 務 局 長 

（人事担当課扱い） 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

地方公務員法附則第二十一項の失業者を定める省令を廃止する

省令の公布について（通知） 

 

 地方公務員法附則第二十一項の失業者を定める省令を廃止する省令（平成３１年総

務省令第３６号）が、下記のとおり本日公布されました。 

 つきましては、貴都道府県内の市区町村、一部事務組合等に対しても、この旨ご周

知願います。なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを

通じて、各市区町村に対して本通知についての情報提供を行っていることを申し添え

ます。 

本通知は地方公務員法第５９条（技術的助言）、地方自治法第２４５条の４（技術

的な助言）及び地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律

第２９号。以下「改正法」という。）附則第２条（施行のために必要な準備等）に基

づくものです。 

 

記 

 

第１ 省令の内容 

 改正法により、地方公務員法附則第２１項が削除され、地方公務員法附則第二十

一項の失業者を定める省令（平成８年自治省令第７号）の全部が根拠を失うことと

なるため、同省令を廃止すること。 

 

第２ 施行期日 

 平成３２年４月１日 

 






